
大田市告示第７２号 

 

 大田市特別保育事業補助金交付要綱（平成１７年大田市告示第２２号）の一

部を次のように改正する。 

 

  令和４年３月３１日 

 

                   大田市長 楫 野 弘 和   

 

第３条中「別表」を「別表第１」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表第１(第３条関係) 

区分 事業内容 補助金の交付額 

一時預かり事

業 

「一時預かり事業の実施につい

て」(平成27年7月17日27文科初第

238号、雇児発0717第11号)の別紙

に定める一時預かり事業の内容 

「子ども・子育て支援交

付金交付要綱」(平成27

年9月11日府子本第277

号)の別紙に定める一時

預かり事業の交付金の

額 

県単一時保育

事業 

「しまねすくすく子育て支援事業

実施要綱」(平成27年6月18日青第

391号)に定める県単一時保育事業

の内容 

「しまねすくすく子育

て支援事業交付金交付

要綱」(平成27年6月18日

青第391号)に定める県

単一時保育事業の交付

金の額に2を乗じた額 

延長保

育事業 

国 補

助分 

「延長保育事業の実施について」

(平成27年7月17日雇児発0717第10

号)の別紙（以下「延長保育事業実

施要綱」という。）に定める延長保

育事業の内容 

「子ども・子育て支援交

付金交付要綱」(平成27

年9月11日府子本第277

号)の別紙に定める延長

保育事業の交付金の額 

市 単

独 補

別表第２に定める事業内容 別表第２に定める交付

金の額 



助分 

病児保育事業 「病児保育事業の実施について」

(平成27年7月17日雇児発0717第12

号)の別紙に定める病児保育事業

の内容 

「子ども・子育て支援交

付金交付要綱」(平成27

年9月11日府子本第277

号)の別紙に定める病児

保育事業の交付金の額 

保育所地域活

動事業 

「しまねすくすく子育て支援事業

実施要綱」(平成27年6月18日青第

391号)に定める子育て講座事業及

び地域交流活動事業の内容 

「しまねすくすく子育

て支援事業交付金交付

要綱」(平成27年6月18日

青第391号)に定める子

育て講座事業及び地域

交流活動事業の交付金

の額 

別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２ 

事業内容 交付額交付額 

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに

実施する延長保育事業で、延長保育事業実

施要綱の４実施方法（１）一般型④実施要

件イ標準時間認定（ウを除く）（ア）、（イ）

又は（ウ）に定める平均対象児童数の要件

に達しないため、延長保育事業の国補助分

の対象とならないもの 

１事業当たり年額200千円 

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに

実施する延長保育事業で、延長保育事業実

施要綱の４実施方法（１）一般型④実施要

件イ標準時間認定（ウを除く）（エ）に定

める平均対象児童数の要件に達しないた

め、延長保育事業の国補助分の対象となら

ないもの（ただし、同一年度に10日以上実

施する場合に限る。） 

１事業当たり年額100千円 

 



附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


